
美深町立地適正化計画策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第８１条第１項に規定する立地の適

正化を図るための計画（以下「美深町立地適正化計画」という。）を策定するため、美深町立

地適正化計画策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 策定委員会は、美深町立地適正化計画の策定に関し必要な調査及び審議を行う。 

 

（組織） 

第３条 策定委員会の委員は、委員３０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、別表に掲げる団体または関係機関等の代表する者のうちから町長が委嘱する。 

３ 前項に掲げる者のほか、町長が必要と認める者を委員として加えることができる。 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から美深町立地適正化計画の策定が完了する日までとする。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により、副委員長は委

員長の指名により定める。 

２ 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総括する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在の時は、副委員長がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 策定委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 策定委員会は、委員長が会議の議長となる。 

３ 策定委員会は、委員の２分の１以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するとこ

ろによる。 

 

 

（実費弁償） 

第７条 策定委員会に出席する委員には、予算の定める範囲内において実費弁償する。 

 

（庶務） 

第８条 策定委員会の庶務は、企画商工観光課企画グループにおいて処理する。 

 

（その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関して必要な事項は委員長が定め

る。 

 



 附  則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和６年 ９月１７日から施行する。 

２ この告示は、美深町立地適正化計画策定の完了をもって廃止する。 

 

 別表（第３条関係） 

区分 団体または関係機関等 

【商工業】 

 〃 

 〃 

【農業】 

【福祉】 

 〃 

【医療】 

【公共交通】 

【金融】 

【教育】 

【防災】 

【地域住民】 

 〃 

 〃 

 〃 

美深町商工会 

美深町商工会青年部 

美深町商工会女性部 

ＪＡ北はるか農業協同組合 

美深福祉会 

美深町社会福祉協議会 

ＪＡ北海道厚生連美深厚生病院 

株式会社美深ハイヤー 

美深郵便局 

美深町校長会 

美深消防団 

美深町自治会連合会 

美深町自治会連合会 

美深町自治会連合会 

子育て世代（幼児センター父母と先生の会） 

【行政】 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

  

  

副町長 

教育長 

総務課長 

住民生活課長 

保健福祉課長 

農務課長 

建設水道課長 

教育次長 

消防署長 

 

 

 


